
令和 6年 6月 1日 改正 

 

◇当病院は、厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。 

 

「中国四国厚生局等への届出に関する事項」 

◇当病院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。 

 ［基本診療料］ 

医療ＤＸ推進体制整備加算、精神病棟入院基本料、救急医療管理加算、看護配置加算、看護補助加算 1、 

精神科身体合併症管理加算、後発医薬品使用体制加算 2、精神療養病棟入院料、 

 ［特掲診療料］ 

薬剤管理指導料、精神科退院時共同指導料 1・2、遠隔モニタリング加算、精神科作業療法、 

精神科ショート・ケア（大規模）、精神科デイ・ケア（大規模）、医療保護入院等診療料、 

外来ベースアップ評価料（Ⅰ）、入院ベースアップ評価料 1 

 ［入院時食事療養費］ 

入院時食事療養費（Ｉ） 


